
 
 

入札等手続の再開について 
 
 令和 2 年 3 月 27 日付けで入札公告を行った「東京湾アクアライン連絡道 東京湾アクアライン管

理事務所管内舗装補修工事」の入札等手続を再開します。 

 今後の入札等手続については別添のとおりです。 

なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で変更したものに改めておりますので、

再度、入札公告をご確認ください。 

 
令和 2年 5月 11 日 

 
                       契約責任者 

東日本高速道路株式会社関東支社 
支社長 良峰 透 

 
【訂正内容】 
・入札公告（説明書） 
・特記仕様書 
・設計図面 
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 
  



別 添 
正 誤 表 

 
記載内容を次のとおり変更します。 

対象 変更前 変更後 

入札公告（説明書） 
 
1—13.契約図書 

 
 
3-3.競争参加資格確認

申請 

 

3-4.競争参加資格の確

認 

 

4-5.施工体制確認資料

の提出要請 

 

4-7.施工体制確認資料

の提出 

 

5-3.当初見積書に関す

る交渉等 

 

 
 
(4)契約図書の交付期間 

令和 2年 3月 27 日（金）から令和 2年 4月 14 日（火）まで 

 

(1)①提出期間  

入札公告の日の翌日から令和 2年 4月 14 日（火）16 時まで 

 

(1)※確認結果通知  

令和 2年 5月中旬を予定 

 

施工体制確認資料の提出要請 

令和 2年 6月 29 日（月）まで 

 

①資料の提出期限  

令和 2年 7月 2日（木）16 時 

 

（1）入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以降令和 2 年 5

月 15 日（金）から令和 2年 5月 28 日（木）までの間 

 

 
 
(4)契約図書の交付期間 

令和 2年 3月 27 日（金）から令和 2年 5月 25 日（月）まで 

 

(1)①提出期間  

入札公告の日の翌日から令和 2年 5月 25 日（月）16 時まで 

 

(1)※確認結果通知  

令和 2年 6月中旬を予定 

 

施工体制確認資料の提出要請 

令和 2年 8月 11 日（火）まで 

 

① 資料の提出期限  

令和 2年 8月 14 日（金）16 時 

 

（1）入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以降令和 2 年 6 月

15 日（月）から令和 2年 7 月 3日（金）までの間 

 



6-2.入札及び開札 

 

 

 

 

7-2.質問の受付 

 

 

7-11.閲覧資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入札書の提出期限  

令和 2年 6月 4日（木）16 時 

④開札執行日時  

令和 2年 6月 26 日（金）11 時 00 分 

 

(1)①受付期間  

入札公告の日から令和 2年 5月 21 日（木）16 時まで 

 
③閲覧期間  
令和 2 年 5 月中旬から入札書提出期限の前日まで（休日を除

く毎日 10時から 16 時まで） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①入札書の提出期限  

令和 2年 7月 10 日（金）16 時 

④開札執行日時  

令和 2年 8月 7日（金）11 時 00 分 

 

(1)①受付期間  

入札公告の日から令和 2年 6月 26 日（金）16 時まで 

 

③閲覧期間  

令和 2年 6月中旬から入札書提出期限の前日まで（休日を除く毎

日 10時から 16 時まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京湾アクアライン連絡道  

東京湾アクアライン管理事務所管内舗装補修工事 

に関する契約手続き日程 

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。 
 

入札公告 令和 2 年 3 月 27 日(金) 

↓  

↓ 図書等交付期間 令和 2年 4月 14 日(火)まで 

↓ （入札公告 1-13.関係） 
 

↓ 
 

↓ 確認申請書・技術資料・設計図書・  

↓ 契約手続き等本件競争入札に関する質問  

↓ （入札公告 7-2.関係） 
 

↓  受付期間 入札公告の日から令和 2 年 5月 21 日(木)16 時まで 

↓ 

 
回答期間 質問書を受取った日の翌日から原則として平日で 5 日以内

に NEXCO 東日本ホームページにて回答します。 

↓ 
  

競争参加資格確認申請書 令和 2 年 4月 14 日(火)16 時までに申請してください。 

提出期限 ※ファイル容量が 2MB を超える場合は書留郵便または信書便 

 にてお願いします。（正 1部 ・ 副 1部） （入札公告 3-3.関係） 

↓  

競争参加資格確認結果通知 令和 2年 5月中旬の予定です。 

（入札公告 3-4.関係） 

↓  

入札・開札日 入札書・単価表・総合評定値通知書（経審）の写しの提出は令和 2 年 6

月 4 日(木) 16 時までです。 

※単価表・総合評定値通知書（経審）の写しを一つのファイルにまとめ、

その容量が 2MB を超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いし

ます。 

開札は令和 2年 6 月 26 日(金) 11 時 00 分からです。 

（入札公告 6-2.関係） 

↓ 

施工体制確認資料の提出 （資料の提出要請があった場合）令和 2 年 7 月 2 日(木)16 時までに提

出してください （入札公告 4-7.関係） 

※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。 

※平成 30 年 4 月 1 日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロード

された方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。 

 

東京湾アクアライン連絡道  

東京湾アクアライン管理事務所管内舗装補修工事 

に関する契約手続き日程 

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。 
 

入札公告 令和 2年 3月 27 日(金) 

↓  

↓ 図書等交付期間 令和 2年 5月 25 日(月)まで 

↓ （入札公告 1-13.関係） 
 

↓ 
 

↓ 確認申請書・技術資料・設計図書・  

↓ 契約手続き等本件競争入札に関する質問  

↓ （入札公告 7-2.関係） 
 

↓  受付期間 入札公告の日から令和 2年 6 月 26 日(金)16 時まで 

↓ 

 
回答期間 質問書を受取った日の翌日から原則として平日で 5 日以内

に NEXCO 東日本ホームページにて回答します。 

↓ 
  

競争参加資格確認申請書 令和 2年 5月 25 日(月)16 時までに申請してください。 

提出期限 ※ファイル容量が 2MB を超える場合は書留郵便または信書便 

 にてお願いします。（正 1 部 ・ 副 1 部） （入札公告 3-3.関係） 

↓  

競争参加資格確認結果通知 令和 2 年 6 月中旬の予定です。 

（入札公告 3-4.関係） 

↓  

入札・開札日 入札書・単価表・総合評定値通知書（経審）の写しの提出は令和 2 年 7

月 10 日(金) 16 時までです。 

※単価表・総合評定値通知書（経審）の写しを一つのファイルにまとめ、

その容量が 2MB を超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いし

ます。 

開札は令和 2年 8月 7 日(金) 11 時 00 分からです。 

（入札公告 6-2.関係） 

↓ 

施工体制確認資料の提出 （資料の提出要請があった場合）令和 2年 8月 14 日(金)16 時までに提

出してください （入札公告 4-7.関係） 

※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。 

※令和 2 年 4 月 1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロードさ

れた方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。 

 



 

特記仕様書 

8-1 作業期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-4 通行止め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細に

ついては別途監督員から指示するものとする。 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細につ

いては別途監督員から指示するものとする。 

また、上表に示す期間の他、東京オリンピック及びパラリン

ピックの開催に際し、監督員が作業の休止期間を指示した場

合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用等

については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19-1 工事の部分使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

設計図面 

1.舗装補修工 

 170/170 

 

2.車線区分柵設置工 

 34/34 

 

3.君津ｽﾏｰﾄ IC 改良工 

 113/113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


